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新生児マススクリーニング検査の拡充を求める意見書 

新生児マススクリーニング検査の拡充を図るよう強く要望する。 
理由 
現在、先天性代謝異常等の疾病を早期に発見し、治療に結びつけるため、新生

児に対し血液による新生児マススクリーニング検査が実施されており、国は、20

種類の疾病の検査を地方交付税措置の対象としている。 

しかし、近年の治療技術の進歩等により、早期発見及び治療で症状の改善等が

期待される重症複合免疫不全症（ＳＣＩＤ）と脊髄性筋萎縮症（ＳＭＡ）につい

て、一部の都道府県では令和５年４月から新たに新生児マススクリーニング検査

の対象に追加し、検査費用の全額を公費で負担する方針を示している。 

これらの疾病は、命にかかわる緊急性の高い疾病であることから、他の疾病と

同様に、早期の発見及び治療に結びつける必要がある。 

希望すれば追加で検査を実施する都道府県もあるが、高額な自己負担が生じる

ため、検査をためらう保護者も少なくない。 

よって、国においては、ＳＣＩＤ及びＳＭＡの検査を地方交付税措置の対象と

し、新生児マススクリーニング検査の拡充を図るよう強く要望する。 

 上記のとおり地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。 


